
  

世田谷区 

都市計画決定 平成2８年１２月２２日 世田谷区告示 第980号 

   号

き た か ら す や ま に ち ょ う め ち ゅ う ぶ ち く     ち く け い か く 

【 北 烏 山 二 丁 目 中 部 地 区  地 区 街 づ く り 計 画 】 

周辺環境と調和した緑豊かで良好な集合住宅地の形成をめざして 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安全で快適な街並みの形成や、良好な環境の保全などを目的に、地区の特性にあったきめ細

かな計画を地区の方々と共に考え都市計画として定めたものです。 

地区計画には、地区の将来像などを示した地区計画の方針と、それを実現するための地区整

備計画を定めています。 

具体的には、建物の用途、高さ、壁面の位置など建築物に関するルールや、道路、公園など

の公共施設の配置や規模を定めることができます。 

 

地区計画とは 

北烏山二丁目中部地区の区域には、昭和４０年に都営住宅を建てるために｢一団地の住宅施

設｣という都市計画が定められていました。 

今後、都営住宅団地の建替えに際し、良好な住環境の保全・創出、広域避難場所としての機

能の確保、地域の生活道路ネットワークの形成を誘導していくため、「北烏山二丁目中部地区

地区計画」を導入し、「一団地の住宅施設」を廃止する都市計画変更をしました。 

 

北烏山二丁目中部地区の場合は 

位置図 

三鷹市 

杉並区 

世田谷区 

芦花公園駅 
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凡  例 

 地区計画区域（約1. 9ha） 

 行政境界 

0     100    200                  500m 

 「３つの地図は東京都縮尺1/2，500地形図（平成２７年度版）を使用したものである（MMT利許第27033号-46）」 
「（承認番号）28都市基街都第13号、平成28年5月2日、28都市基街都第46号、平成28年5月30日」 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

地区整備計画の概要 

用途の制限 

次に掲げる建築物以外は、建築してはな

らない。 

1．各住戸の住戸専用部分の床面積が 

３０㎡以上である共同住宅 

2．老人ホーム、保育所、福祉ホーム 

など 

3．巡査派出所、公衆電話所など 

4．老人福祉センター、児童厚生施設 

など 

5．床面積の合計が500㎡以内の 

店舗、飲食店など 

6．上記建築物に附属するもの 

容積率の 
最高限度 １５０％以下 

建ぺい率の 
最高限度 ４０％以下 

壁面の位置の
制限 

道路又は松葉公園の境界線から一律 

5ｍ以上 

高さの最高 
限度 

・35ｍ以下 

・全方向について、斜線制限内[図-１] 

・真北方向について、斜線制限内 

[図-２] 

形態又は色彩
その他意匠の
制限 

・建築物等の形態、色彩、意匠は、周辺

環境と調和したもの 

・屋外広告物等の形態、色彩、意匠は周

辺の街並みに配慮したもの 

垣又はさくの
構造の制限 

道路に面して垣又はさくを設ける場合

は、生垣又はフェンス等に緑化したもの 
 

地区施設 

区画道路 

1号-幅員 ６ｍ（新設）  

延長約１８２ｍ 

2号-幅員 ４ｍ（拡幅・全幅員６ｍ） 

   延長約１２５ｍ 

3号-幅員８ｍ（既存）延長約１２８ｍ 

緑地 面積-約１００㎡（新設） 

広場 面積-約５２５㎡（新設） 

歩道状空地 
幅員-２ｍ（新設） 

延長-約３６０ｍ（合計） 

 

計画図2 

（都市計画公園） 
松葉公園 

凡  例 

 地区計画区域及び 
地区整備計画区域 

 区画道路（1号：6ｍ 

2号：4ｍ（全幅員6ｍ））

 区画道路（3号：8ｍ） 

 広 場 

 緑 地 

 歩道状空地 

0   20   40   60   80  100m 

（都市計画公園） 

松葉公園 

計画図１ 

凡  例 

 地区計画区域及び 
地区整備計画区域 

 区画道路 

 壁面の位置の制限 
道路境界線又は松葉公園の
境界線から水平距離5ｍ 

0   20   40   60   80   100m 

 

[図-１] [図-２] 

建築可能な範囲 



 

 

名  称 北烏山二丁目中部地区地区計画 

位  置 世田谷区北烏山二丁目地内 

面  積 約１．９ｈａ 

地区計画の 
目標 

本地区は、世田谷区の北西端に位置し、現在、都市計画一団地の住宅施設となっている都営住宅団地であ

る。団地内には松葉公園が配置され、緑豊かな住環境が保たれている一方、建築物の老朽化や、それに伴う

防災性の低下への対策が課題となっている。また、本地区を含む周辺一帯は、広域避難場所に指定されてお

り、引き続き、災害時における地域の安全性や防災性を確保する必要がある。 

これらのことを踏まえて世田谷区都市整備方針において、住宅団地の建て替えに合せ、不燃化や公園など

の都市基盤の整備を進め、道路ネットワークの一体的な整備を図ることとしている。 

このような地区の状況を踏まえ、以下のような市街地を形成することを目標とする。 

１ 広域避難場所の確保 

  周辺からアクセスしやすい安全な避難空間を備えた広域避難場所を確保するとともに、防災性に優れた

安全で安心できる市街地の形成を目指す。 

２ 良好な住環境の形成 

地域に親しまれている松葉公園を活用し、既存樹木の維持に努めるとともに、周辺を含めた緑のネット

ワークづくりを進め、緑豊かで良好な住環境の形成を目指す。 

３ 道路ネットワークの形成 

安全で安心して利用することができる道路の整備を図り、地域の生活道路をつなぐ便利で安全な道路 

ネットワークの形成を目指す。 

区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
に
関
す
る
方
針 

土地利用の
方針 

緑豊かで良好な住環境の形成を図るとともに、周辺からアクセスしやすい緊急車両等を含めた通行の円

滑化を図り、周辺市街地と調和した良好な住環境の団地の計画的な建て替えを誘導する。 

地区施設の 
整備の方針 

目標とする市街地を適切に誘導するため、次のように地区施設の整備の方針を定める。 

１ 日常生活の利便性・安全性や災害時の防災性の向上に資する区画道路を配置する。 

２ 新たなみどりの創出を図るため、緑地を配置する。 

３ 地域住民の憩いの空間となり、防災性の向上にも資する広場を配置する。 

４ 安全で快適な歩行者空間を確保するため、区画道路に沿って歩道状空地を配置する。 

建築物等の
整備の方針 

目標とする市街地を適切に誘導するため、次のように建築物等の制限を定める。また、建築基準法（昭和

２５年５月２４日法律第２０１号。以下｢法｣という。）第５９条の２第１項、法第８６条第３項若しくは第

４項又は法第８６条の２第２項若しくは第３項の規定に基づく許可に係る建築物については、本地区整備計

画の建築物等に関する事項を遵守するものとする。 

1 周辺市街地と調和する健全な市街地を形成するため、建築物等の用途の制限、建築物の容積率の最高限

度及び、建築物等の高さの最高限度を定める。 

2 広域避難場所としての避難空間の確保及び、ゆとりある市街地の形成を図るため、建築物の建ぺい率の

最高限度を定める。 

3 圧迫感等に配慮した緑豊かな快適な歩行者空間を形成するため、壁面の位置の制限及び、垣又はさくの

構造の制限を定める。 

4 秩序ある街並みや景観を形成するため、建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限を定める。 

その他当該
地区の整備 
、開発及び
保全に関す
る方針 

1 地区内では、建築物の敷地内に浸透地下埋設管、浸透ます、透水性舗装、浸透側溝、貯留施設など、雨

水の河川等への流出を抑制するための施設の整備を促進し、浸水被害の防止に努める。 

2 緑豊かで潤いのある市街地環境を形成するため、地区内では既存樹木等のみどりの保全や、新たな緑化

を推進するとともに、自然エネルギーの活用など環境に配慮した取組みに努める。 
 

地区計画の目標・方針 ※地区計画と地区街づくり計画の内容は同じです。 



 

 

地
区
整
備
計
画 

地
区
施
設
の
配
置
及
び
規
模 

道  路 

名  称 幅  員 延  長 備  考 

区画道路１号 ６ｍ 約１８２ｍ 新  設 

区画道路２号 ４ｍ 約１２５ｍ 拡 幅、全幅員は６ｍ 

区画道路3号 ８ｍ 約１２８ｍ 既  存 

緑  地 

名  称 面  積 備  考 

緑  地 約１００㎡ 新  設 

広  場 

名  称 面  積 備  考 

広  場 約５２５㎡ 新  設 

その他の公共空地 

名  称 幅  員 延  長 備  考 

歩道状空地 ２ｍ 約３６０ｍ(合計) 新  設 

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項 

建築物等の用途の制限 

次に掲げる建築物以外は建築してはならない。 
１ 法別表第２（い）項第三号に規定する共同住宅のうち、各住戸の住戸専用部分の床面積
が３０㎡以上であるもの 
２ 法別表第２（い）項第六号に規定する老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに
類するもの 
３ 法別表第２（い）項第九号に規定する巡査派出所、公衆電話所、その他これらに類する
もので建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号。以下｢法施行令｣という。）第１３０
条の４で定める公益上必要な建築物 
４ 法別表第２（は）項第四号に規定する老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに
類するもの 
５ 法別表第２（は）項第五号に規定する店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する
もののうち法施行令第１３０条の５の３で定めるものでその用途に供する部分の床面積の
合計が５００㎡以内のもの（３階以上の部分をその用途に供するものを除く。） 
６ 前各号の建築物に附属するもの（法施行令第１３０条の５の5で定めるものを除く。） 

建築物の容積率の 
最高限度 

１５／１０ 

建築物の建ぺい率の 
最高限度 

４／１０ 

壁面の位置の制限 

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面までの距離は、計画図１に示す道路境界線又は松葉
公園（都市計画公園）の境界線から５ｍ以上とする。 
ただし、次の各号のいずれかに該当するものは除く。 
１ 法別表第２（い）項第九号に規定する巡査派出所、公衆電話所その他これらに類するも
ので、法施行令第１３０条の４に定める公益上必要な建築物 
２ 物置その他これに類する用途（ごみ置場、防災倉庫を除く。）に供し、軒の高さが２．３
ｍ以下で、かつ、床面積の合計が５㎡以下のもの 
３ ごみ置場、防災倉庫で軒の高さが３ｍ以下のもの 
４ 受水槽ポンプ室、電気室その他これらに類する附属建築物 
５ 法施行令第２条第 1項第 2号ただし書きに規定する国土交通大臣が高い開放性を有す
ると認めて指定する構造の建築物 

建築物等の高さの 
最高限度 

３５ｍ 

建築物等の各部分の高さは、上記に定める値以下かつ次に掲げる値以下とする。 
１ 当該部分から前面道路の反対側の境界線までの水平距離に１．２５を乗じた値に１０ｍ
を加えた値（全方位斜線） 
２ 当該部分から前面道路の反対側の境界線までの真北方向の水平距離に０．５を乗じた値
に４ｍを加えた値（北側斜線） 

建築物等の形態又は色彩
その他の意匠の制限 

１ 建築物等の形態、色彩、意匠は、周辺環境と調和したものとする。 

２ 屋外広告物等の形態、色彩、意匠は周辺の街並みに配慮したものとする。また、腐朽
し、腐食し、又は破損しやすい材料を使用してはならない。 

垣又はさくの構造の制限 
道路に面して垣又はさくを設ける場合は、生垣又はフェンス等に緑化したものとする。た

だし、高さが０．６ｍ以下の部分についてはこの限りでない。 
 

地区整備計画 



        

問い合わせ・届け出先 案内図 

酒
店 

京王線 
調布 新宿 

千歳烏山駅 

旧甲州街道 

Ｎ
Ｔ
Ｔ 

銀
行 酒

店 

交
番 

烏
山
区
民 

セ
ン
タ
ー 

自
転
車
店 

街づくり課 
〒157-8555 
世田谷区南烏山6－22－14 
電話：03-3326-9618 
京王線千歳烏山駅より徒歩 5 分 

世田谷区烏山総合支所  

再生紙を使用しています 

地区計画が定められた地区では、次の行為に着手する30日前までに、街づくり課への届

け出が必要です。 

１．土地の区画形質の変更 
①道路の新設、拡幅、廃止又は変更 

②一団の土地を分割して二つ以上の宅地として利用するもの 

③宅地以外の土地を宅地として利用するもの 

④土地の切土、盛土 

２．建築物の建築又は工作物の建設 
建築物の新築、増築、改築、移転及び門、塀、擁壁、広告塔等を建設する場合など 

３．建築物等の用途の変更 
住宅を店舗にしたり、車庫を倉庫にするなど、建築物の全部又は一部の使い方を変える場合など 

４．建築物等の形態又は色彩その他の意匠の変更 
建築物、門、塀その他工作物の高さ、その他の寸法、形状、色彩を変える場合など 

届出が必要です 

事前相談から工事着手までの流れ 

烏山総合支所 街づくり課 

建築主事（都・区）または 
指定確認検査機関 

届出書 
提 出 

適合通知書交付 
又は要請・勧告 

確認申請書提出（適合
通知書の写しを添付） 

確認済証交付 

事前相談 

調査・相談 地区計画の届出 建築確認申請 工事着手 

30 日以上 

※平成29年3月までは、「（仮庁舎）〒157-0062  世田谷区南烏山5-16-11 電話:03-3326-9618」となります。 


